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                            平成 18 年 11 月 13 日 

                            内閣府(防災担当) 

 

竜巻等突風対策検討会の設置・開催について 
 

１．経緯・目的 

本年９月の台風第１３号に際しての延岡市での竜巻災害、同１１月の佐呂間町で

の竜巻災害等、突風による甚大な被害が続発していることに鑑み、政府において関

係省庁が連携し、突風による被害軽減方策の強化を図る必要がある。このため、過

去の突風災害のデータの収集・分析を行いつつ、観測・予測技術の高度化等の状況

を踏まえ、情報伝達や避難のあり方等の対策について、取組方針を取りまとめるこ

ととする。 

 

２．主な検討項目 

以下の事項について検討を行い、当面実施すべき事項及び中長期的な課題を整理

しつつ、竜巻等突風対策の取組方針を取りまとめる。 

○突風災害による被害の特徴 

○突風災害に係る観測・予測技術の高度化 

○突風災害に係るわかりやすい情報伝達 

○個人レベルの対処方策の普及啓発 

○個別分野の対処方策（交通、ライフライン、建設等） 

○その他突風災害に係る被害軽減方策 

 

３．第１回検討会について 

（１）日 時   平成１８年１１月１５日（水） １７：００～１８：００メド 

（２）場 所   内閣府（合同庁舎５号館）３階 防災Ａ会議室 

（３）議事内容 ① 検討方針の確認 

② 各部局における竜巻等突風対策に関する取組状況報告 

  （突風対策の現状や課題、近年の突風災害を踏まえた 

   調査・検討の概要 等） 

                          ほか 

（４）記者ブリーフィング 

会議終了後（18時メド）、担当参事官より記者ブリーフィングを実施します。 

（場所：内閣府（合同庁舎５号館）３階特別会議室） 

（５）その他 

会議は非公開です。ただし、冒頭のカメラ撮りは可とします。

＜連絡・問い合わせ先＞ 

内閣府災害予防担当参事官補佐   松家、荘田 

         参事官付主査  山腰、菊田 

TEL：03-3501-6996（直通） FAX：03-3597-9091 



 別 紙  

 

 

竜巻等突風対策検討会 

 

構成（案） 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（災害予防担当） 

参事官（災害応急対策担当） 

内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付 

警察庁警備局警備課 

総務省大臣官房総務課 

消防庁防災課 

外務省大臣官房総務課危機管理調整室 

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室 

研究開発局地震・防災研究課 

農林水産省経営局経営政策課 

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課電力需給政策企画室 

原子力安全・保安院電力安全課 

国土交通省総合政策局技術安全課 

河川局防災課 

気象庁総務部企画課 

予報部予報課 

海上保安庁警備救難部環境防災課 

 

 

座長 


